
様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20190 0 1 0 5 2

件 名 等 生活保護基幹事務システム改修業務委託

契 履行場所 南相馬市社会福祉課

種 類 業務委託
約

　生活保護制度改正に伴い、2020年度から生命保険会社への被保護者資産調査の照会様式統一化、被保護者廃止

理由項目の追加、進学準備給付金のマイナンバー情報連携化になることから、生活保護業務データシステムの改
内

修を行うものである。

概 要
容

北日本コンピューターサービス株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　江畑　佳明

方 秋田県　秋田市　南通築地１５番３２号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、当該システムの開発及び設置業者であり本業務の適切な履行が可能な唯一の業者であることから

、随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部社会福祉課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20190 0 1 0 8 1

件 名 等 財務会計システム改修（成果報告書・決算審査資料帳票出力機能追加）業務委託

契 履行場所 南相馬市役所　総務部　財政課

種 類 業務委託
約

　成果報告書・決算審査関連資料の作成にあたり、旧財務会計システムではカスタマイズにより加工された帳票

を出力していたが、現行システムについても標準パッケージでは対応できないため、各種帳票が出力できるよう
内

改修するもの。

概 要
容

株式会社ＦＳＫ
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　鬼澤　浩正

方 福島県　いわき市　内郷御厩町三丁目１６８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該業者は、現在使用している財務会計システムの導入業者であり、他の業者では財務会計システム改修の対応

が困難であることから、当該業者との随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部財政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20190 0 1 0 9 2

件 名 等 南相馬市光ケーブル支障移転業務委託（小高区耳谷地内）

契 履行場所 南相馬市小高区耳谷地内

種 類 業務委託
約

農林整備課の水路改修に伴い、ＮＴＴ柱の移転が発生した。

そこに共架している光ファイバケーブルについても移架する必要が生じたことによるもの。
内

対象地、電柱本数
概 要

南相馬市小高区耳谷地内　５本容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部　福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　山貫　昭子

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

光ファイバーケーブルの移設については、光ファイバ芯線の賃貸借に関する契約の規定に基づき、当該業者が実

施することとなっていることから、当該業者と随意契約とするものである。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20190 0 1 1 3 3

件 名 等 最終処分場浸出汚水処理施設№2活性炭入替業務委託

契 履行場所 南相馬市鹿島区塩崎字内ノ倉地内

種 類 業務委託
約

浸出汚水処理施設の水処理の性能維持のため、処理能力が低下した活性炭吸着塔内部の砂、活性炭のろ材の交換

を行うもの。
内

支持砂利　8～12㎜　640L

支持砂利　4～8㎜ 　200L
概 要

支持砂利　2～4㎜ 　200L容
活性炭LCB-1030PC（石炭系排水処理用）3,650L

株式会社野田工業所
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　野田　傳

方 福島県　郡山市　大槻町字原田５番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本設備は、エスケーエンジニアリング㈱が製造した設備であるが、現在は、㈱野田工業所に技術譲渡されたこ

とから、当該業者以外では、ろ材交換後の機器の調整や試験については不可能であるため、地方自治法施行令第

１６７条の２第１項第２号により随意契約としたい。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20190 0 1 1 4 3

件 名 等 南相馬市7高松ホーム給食調理等業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区上北高平字高松３８７

種 類 業務委託
約

高松ホーム入所者に対する給食調理等業務及びこれに付随する業務

　調理作業管理業務、材料管理業務、衛生管理業務、その他、施設管理業務等、給食調理等業務委託仕様書の（
内

別記１）給食業務分担表に基づき、施設と連携して業務を行う。

概 要
容

シダックスフードサービス株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　白田　豊彦

方 東京都　調布市　調布ケ丘三丁目６番地３
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

事業者の選定にあたっては、社会福祉施設のもつ特性から、公益性、透明性の実現が重要であり、公募型プロポ

ーザルにより決定することとし、プロポーザル審査委員会を実施した結果、最優良業者となった上記業者と随意

契約するものとする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部高松ホーム　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20190 0 1 1 5 0

件 名 等 南相馬市健康福祉センター警備業務委託

契 履行場所 南相馬市健康福祉センター

種 類 業務委託
約

建設中の南相馬市健康福祉センターにおける火災、盗難及び不良行為を防止し、かつ施設の保全を図って正常な

運営を確保するため、本センターの警備業務を民間事業者に委託する。
内

※長期継続契約だが、本施設の管理が指定管理者へ移行した時点において、本契約についても指定管理者に承継

することとする。
概 要

容

ＡＬＳＯＫ福島株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　前田　泰彦

方 福島県郡山市　喜久田町字松ケ作１６番地９８
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、令和２年３月１４日より供用開始となる南相馬市健康福祉センターの機械警備にかかる機器設置及

び警備を実施するものである。

　本市の入札参加有資格者で上記の業務を履行できるのは当該業者のみであることから随意契約とするもの。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部長寿福祉課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20190 0 1 1 8 8

件 名 等 ゲルマニウム検出器真空引き等業務委託

契 履行場所 原町生涯学習センター（サンライフ南相馬）内　南相馬市放射能測定センター

種 類 業務委託
約

　農産物等放射能測定事業に使用しているゲルマニウム検出器が故障したため、機械内部の真空管の真空度の調

整を行うもの。
内

概 要
容

ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　エレーヌ・ルフェーブル

方 東京都　台東区　浅草橋４丁目１９番８号　浅草橋ビル
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該機械は米国キャンベラインダストリー株式会社（Canberra Industries,Inc.）製であり、日本における販

売、サービス、サポートを行う権利については、同社の子会社であるミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式

会社が独占的に有していることから、他社では適正で円滑な保守点検が出来ず、確実に業務を履行できる業者が
随

当該業者以外にないため随意契約するもの。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部農政課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20190 0 1 1 9 4

件 名 等 南相馬市一般廃棄物処理基本計画改定業務委託

契 履行場所 南相馬市　市内一円

種 類 業務委託
約

一般廃棄物処理基本計画改定　一式

内

概 要
容

国際航業株式会社　福島営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　土橋　希望

方 福島県　郡山市　中町１番２２号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該委託は平成27年度に策定した計画の改定のほか、パブリックコメントや環境審議会等に対する支援業務も

含まれている。本業務を履行するための専門知識やノウハウを有しかつ市の取組や特性及び計画の趣旨を十分に

理解しているのは、本計画の当初策定時の業務受注者である上記業者のみであることから地方自治法施行令第１
随

６７条の２第１項第２号により随意契約とし、期間内に遅滞なく確実に業務を実施したい。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。
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様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20190 0 1 1 9 6

件 名 等 令和２年度固定資産税納税通知書等作成及び封入封緘業務委託

契 履行場所 税務課

種 類 業務委託
約

令和２年度固定資産税納税通知書等作成するにあたり、課税に必要なデータを作成し、納税通知書等に当該デー

タの印字を行うもの。また、作成した納税通知書等を納付書払、口座払の種別ごとに封入封緘を行うもの。
内

概 要
容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　堀谷　敦

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該業務は、賦課処理から納税通知書作成、封入封緘までの業務を委託するものであり、当該システムの納入業

者でなければ既存データ及び機能との不整合等が発生した場合の対応ができない。また、納税通知書の大量一括

処理は専門の機械で処理することが前提とされており、システムの運用方法やカスタマイズに精通し、かつ、賦
随

課処理から納税通知書発送までの短期間における大量処理ができる上記業者との随意契約としたい。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部税務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。
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